
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

あ
す
な
ろ
南
矢
野
目
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

福
島
市
南
矢
野
目
字
清
水
前
三
四
︱
一
六

わ
た
な
べ
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

福
島
市
成
川
字
神
崎
四
〇
︱
一

森
合
く
に
い
内
科

令
和
八
年
四
月
一
日

福
島
市
森
合
字
高
野
一
︱
一
二

き
ら
り
健
康
生
活
協
同
組
合
　
せ
の
う
え
健
康
ク
リ

ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

福
島
市
瀬
上
町
字
四
斗
蒔
一
︱
六

医
療
法
人
　
ピ
︱
チ
パ
イ
　
な
が
さ
わ
整
形
外
科

令
和
八
年
四
月
一
日

福
島
市
飯
坂
町
平
野
字
原
東
五
〇
番
地
一

さ
と
う
胃
腸
科
内
科

令
和
八
年
四
月
一
日

福
島
市
鳥
谷
野
字
宮
畑
九
三
番
地
三

医
療
法
人
　
生
愛
会
　
生
愛
会
中
央
医
療
ク
リ
ニ
ッ

ク

令
和
八
年
四
月
一
日

福
島
市
大
笹
生
字
向
平
六
︱
一

池
田
皮
膚
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
福
島
院

令
和
八
年
四
月
一
日

福
島
市
笹
谷
字
稲
場
三
四
番
地
九

八

三

二
十
六



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

南
福
島
ひ
ま
わ
り
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

福
島
市
黒
岩
字
竹
ノ
内
一
二
番
地
の
一

医
療
法
人
七
日
町
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

会
津
若
松
市
西
七
日
町
三
︱
一
二

若
松
あ
お
い
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

会
津
若
松
市
飯
寺
南
一
丁
目
二
番
六
号

医
療
法
人
健
真
会
　
山
口
皮
ふ
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

会
津
若
松
市
天
神
町
三
一
︱
五

医
療
法
人
　
美
術
館
通
り
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

郡
山
市
字
下
舘
野
二
三
︱
四

医
療
法
人
　
久
米
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

郡
山
市
島
二
︱
五
〇
︱
一

柴
宮
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

郡
山
市
久
留
米
六
︱
一
六
四
︱
一

東
原
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

郡
山
市
東
原
一
丁
目
二
二
二
番
地

長
瀬
内
科
胃
腸
科

令
和
八
年
四
月
一
日

い
わ
き
市
四
倉
町
上
仁
井
田
北
姥
田
六
︱
一

医
療
法
人
　
タ
ウ
ン
ズ
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

い
わ
き
市
内
郷
御
厩
町
久
世
原
二
六
九



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

小
林
胃
腸
科
肛
門
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

い
わ
き
市
小
名
浜
元
分
二
二

医
療
法
人
博
栄
会
　
中
央
台
た
な
か
眼
科

令
和
八
年
四
月
一
日

い
わ
き
市
中
央
台
高
久
二
︱
八
︱
一

い
わ
き
小
名
浜
眼
科

令
和
八
年
四
月
一
日

い
わ
き
市
小
名
浜
字
辰
巳
町
七
九
番
地
イ
オ
ン
モ
︱

ル
い
わ
き
小
名
浜
四
階

ア
ル
プ
ス
ア
ル
パ
イ
ン
株
式
会
社
い
わ
き
事
業
所
診

療
所

令
和
八
年
四
月
一
日

い
わ
き
市
好
間
工
業
団
地
二
〇
︱
一

医
療
法
人
　
わ
た
な
べ
整
形
外
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

須
賀
川
市
西
山
寺
町
一
九

医
療
法
人
　
関
根
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

須
賀
川
市
影
沼
町
二
二
六
︱
三

や
ま
ぐ
ち
小
児
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

相
馬
市
中
村
一
︱
三
︱
二
七

二
本
松
ウ
イ
メ
ン
ズ
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

二
本
松
市
亀
谷
一
丁
目
二
七
五
番
地
四

田
村
地
方
夜
間
診
療
所

令
和
八
年
四
月
一
日

田
村
市
船
引
町
船
引
字
源
次
郎
六
八
番
地
二

つ
む
ら
や
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

岩
瀬
郡
鏡
石
町
鏡
沼
一
八
九
︱
二



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

ふ
じ
た
循
環
器
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
棚
倉
字
北
町
二
二
番
地

と
り
ご
え
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

石
川
郡
石
川
町
大
字
形
見
字
尾
巻
一
八
四
︱
一



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

こ
し
の
は
ま
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

福
島
市
腰
浜
町
七
︱
一

お
か
だ
歯
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

福
島
市
大
森
字
本
町
裏
一
〇
︱
一

秋
田
歯
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

福
島
市
笹
谷
字
中
谷
地
八
︱
一

菊
地
歯
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

福
島
市
陣
場
町
九
︱
二
一

河
東
歯
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

会
津
若
松
市
河
東
町
郡
山
字
休
ミ
石
一
〇
︱
一

す
ず
ら
ん
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

郡
山
市
香
久
池
二
丁
目
七
︱
二
四

宝
沢
伊
藤
歯
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

郡
山
市
富
久
山
町
福
原
字
沼
下
五
五
番
地
一
三
二
号

成
田
歯
科
医
院

令
和
八
年
四
月
三
日

い
わ
き
市
平
字
三
︱
一

八

三

二
十
六



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

ひ
ら
の
歯
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

い
わ
き
市
平
字
三
倉
六
三
︱
三
三
倉
エ
レ
ガ
ン
ス
二

Ｆ
Ｊ
号
室

い
が
り
歯
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

い
わ
き
市
内
郷
綴
町
榎
下
五
五
番
地
一
内
郷
駅
前
渡

辺
ビ
ル
一
階

酒
井
歯
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

い
わ
き
市
中
央
台
鹿
島
三
丁
目
一
二
番
地
の
一

空
港
通
歯
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

須
賀
川
市
高
久
田
境
八
七
番
地
一
メ
ガ
ス
テ
︱
ジ
須

賀
川
内

う
え
の
歯
科
医
院

令
和
八
年
四
月
一
日

喜
多
方
市
字
原
田
三
六
二
一
番
地
一

伊
達
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

伊
達
市
岡
前
二
〇
︱
八

桜
ヶ
丘
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
四
月
一
日

田
村
郡
三
春
町
桜
ケ
丘
一
︱
一
︱
六



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

コ
ス
モ
調
剤
薬
局
森
合
西
店

令
和
八
年
四
月
一
日

福
島
市
森
合
字
高
野
一
︱
一
五

西
中
央
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

福
島
市
西
中
央
一
丁
目
一
二
︱
二

の
だ
東
中
央
オ
レ
ン
ジ
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

福
島
市
東
中
央
三
︱
七
︱
二

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
郡
山
片
平
店

令
和
八
年
四
月
一
日

郡
山
市
中
ノ
目
一
丁
目
一
七
番

コ
ス
モ
調
剤
薬
局
内
郷
店

令
和
八
年
四
月
一
日

い
わ
き
市
内
郷
御
厩
町
四
︱
五
八

泉
町
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

相
馬
市
中
村
字
泉
町
一
四
︱
四

ア
イ
ン
薬
局
相
馬
沖
ノ
内
店

令
和
八
年
四
月
一
日

相
馬
市
沖
ノ
内
一
︱
二
︱
五

ア
イ
ン
薬
局
相
馬
中
村
店

令
和
八
年
四
月
一
日

相
馬
市
中
村
字
荒
井
町
四
四

八

三

二
十
六



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

ア
イ
ン
薬
局
東
相
馬
店

令
和
八
年
四
月
一
日

相
馬
市
沖
ノ
内
二
︱
一
六
︱
六

ア
イ
ラ
ン
ド
薬
局
　
船
引
店

令
和
八
年
四
月
一
日

田
村
市
船
引
町
船
引
字
馬
場
六
二
番
一

郡
山
調
剤
薬
局
本
宮
店

令
和
八
年
四
月
一
日

本
宮
市
本
宮
字
荒
町
四
九
︱
九

フ
ァ
ミ
リ
︱
薬
局

令
和
八
年
四
月
一
日

伊
達
郡
桑
折
町
堰
合
二
一
番
地
九
号

ア
イ
ン
薬
局
会
津
美
里
店

令
和
八
年
四
月
一
日

大
沼
郡
会
津
美
里
町
高
田
甲
二
九
六
九
番
地
五

コ
ス
モ
調
剤
薬
局
棚
倉
町
店

令
和
八
年
四
月
一
日

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
棚
倉
字
北
町
三
五
︱
六


